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  目      次  
    

   人事委員会規則 

 ○富山県職員等の旅費に関する規則の一部を改正する規則         １ 

   告  示 

 ○指定構造計算適合性判定機関の業務を行う事務所の所在地の変更     ２ 

 ○指定自立支援医療機関の指定の更新                  ３ 

 ○指定自立支援医療機関の指定                      

   公  告 

 ○公共測量の実施                           ４ 

 ○公共測量の終了                           ５ 

 ○二級建築士の免許の取消し                      ６ 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県職員等の旅費に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布 

する。 

  令和２年７月13日 

                  富山県人事委員会 

                     委 員 長 川  端  康   夫  

富山県人事委員会規則第25号 

   富山県職員等の旅費に関する規則の一部を改正する規則 

 富山県職員等の旅費に関する規則（昭和33年富山県人事委員会規則第25号）の一 

部を次のように改正する。 

 第２条中「旅費の額は」の次に「、条例第31条第３項の規定に基づき人事委員会 

に協議して定める旅費の額を支給する場合を除き」を加える。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                            （人委・職員課）  

毎週月.水.金曜日発行 
令和２年７月13日 

月 曜 日 
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告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第340号 

   指定構造計算適合性判定機関の業務を行う事務所の所在地の変更に 

   ついて 

 建築基準法（昭和25年法律第 201号）第77条の35の８第２項の規定により、次の 

とおり指定構造計算適合性判定機関の業務を行う事務所の所在地を変更する旨の届 

出があったので、同条第４項の規定により公示する。 

  令和２年７月13日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

指定構造 
計算適合 
性判定機 
関の名称 

変更後の業務を行う事務所の
所在地 

変更前の業務を行う事務所の
所在地 

変更しよ 
うとする 
年月日 

株式会社 
建築構造 
センター 

東京都新宿区新宿一丁目８番
１号、宮城県仙台市青葉区本
町二丁目10番28号、福島県郡
山市中町11番５号、群馬県高
崎市八島町 262番地、埼玉県
さいたま市浦和区高砂二丁目
２番３号、千葉県船橋市葛飾 

東京都新宿区新宿一丁目８番
１号、宮城県仙台市青葉区本
町二丁目10番28号、福島県郡
山市中町11番５号、群馬県高
崎市八島町 262番地、埼玉県
さいたま市浦和区高砂二丁目
２番３号、千葉県船橋市葛飾 

令和２年
７月13日 

 町二丁目 402番地３、神奈川
県横浜市西区高島二丁目12番 
６号、長野県長野市南県町 
1082番地、愛知県名古屋市中 
区栄四丁目14番２号、三重県 
四日市市浜田町12番18号、島
根県松江市中原町６番地、岡
山県岡山市北区内山下一丁目
３番19号、広島県広島市中区
八丁堀15番６号、香川県高松
市亀井町２番１号、愛媛県松
山市三番町七丁目13番13号、
福岡県福岡市博多区御供所町
１番１号、佐賀県佐賀市駅前
中央一丁目５番10号、長崎県
長崎市万才町３番４号、鹿児
島県鹿児島市西千石町11番21
号及び沖縄県浦添市牧港五丁
目６番８号 

町二丁目 402番地３、神奈川
県横浜市西区北幸二丁目３番 
19号、長野県長野市南県町 
1082番地、愛知県名古屋市中 
区栄四丁目14番２号、三重県 
四日市市浜田町12番18号、島
根県松江市中原町６番地、岡
山県岡山市北区内山下一丁目
３番19号、広島県広島市中区
八丁堀15番６号、香川県高松
市亀井町２番１号、愛媛県松
山市三番町七丁目13番13号、
福岡県福岡市博多区御供所町
１番１号、佐賀県佐賀市駅前
中央一丁目５番10号、長崎県
長崎市万才町３番４号、鹿児
島県鹿児島市西千石町11番21
号及び沖縄県浦添市牧港五丁
目６番８号 

 

                             （建築住宅課）  
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富山県告示第341号 

   指定自立支援医療機関の指定の更新について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第60条第１項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

を更新したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和２年７月13日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立 
支援医療の種類 

病院又は診療所 
において担当す 
べき医療の種類 

更新年月日 
名称 所在地 

クスリのアオキ
氷見幸町薬局 
 

氷見市幸町７番
22号 
 

育成医療、 
更生医療 
 

調剤 
 
 

令和２年７月１日 
 
 

クスリのアオキ
ひばり薬局 
 

射水市戸破2121
番地５ 
 

育成医療、 
更生医療 
 

調剤 
 
 

令和２年７月１日 
 
 

クスリのアオキ
入善薬局 
 

下新川郡入善町
椚山1359番地１ 
 

育成医療、 
更生医療 
 

調剤 
 
 

令和２年７月１日 
 
 

チューリップ立
町薬局 
 

射水市立町５番
４号 
 

育成医療、 
更生医療 
 

調剤 
 
 

令和２年７月１日 
 
 

 

 

富山県告示第342号 

   指定自立支援医療機関の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和２年７月13日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立 
支援医療の種類 

病院又は診療所 
において担当す 
べき医療の種類 

指定年月日 
名称 所在地 
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スギ薬局いみず
の小杉店 
 

射水市一条６番
地５ 
 

育成医療、 
更生医療 
 

調剤 
 
 

令和２年７月１日 
 
 

 

 

富山県告示第343号 

   指定自立支援医療機関の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和２年７月13日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立 
支援医療の種類 

病院又は診療所 
において担当す 
べき医療の種類 

指定年月日 
名称 所在地 

クスリのアオキ 
上四屋薬局 
 

高岡市上四屋２ 
番20号 
 

精神通院医療 
 
 

 
令和２年８月１日 
 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所長から次のとおり公共測量を 

実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和２年７月13日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 作業種類 

  基準点測量 

２ 作業期間 

  令和２年６月15日から令和２年８月31日まで 
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３ 作業地域 

  富山県富山市有峰 

 

 

公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、富山市長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同 

条第３項の規定により公示する。 

  令和２年７月13日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 作業種類 

  公共測量（空中写真測量） 

２ 作業期間 

  令和２年７月１日から令和３年２月10日まで 

３ 作業地域 

  富山市 

 

 

公共測量の終了 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規 

定により、中日本高速道路株式会社金沢支社富山保全・サービスセンター所長から 

次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公 

示する。 

  令和２年７月13日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 作業種類 

  公共測量（基準点測量） 

２ 作業期間 

  令和元年10月15日から令和２年５月18日まで 
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３ 作業地域 

  富山県南砺市福光、上平 

 

 

二級建築士の免許の取消しについて 

 建築士法（昭和25年法律第 202号）第９条第１項の規定により次のとおり二級建 

築士の免許を取り消したので、同条第３項の規定により公告する。 

  令和２年７月13日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

免許の取消しをした 
年月日 

免許の取消しを受けた 
建築士の氏名 免許 登録番号 免許の取消 

しの理由 

令和２年６月22日 髙野 恵里子 二級建築士 第10883号 申請 

令和２年６月22日 髙島  義信 二級建築士 第2891号 死亡 
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